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様式第二号〔工事経歴書〕の記載要領（建設業法施行規則より）・注意事項 

 
注 保守点検や維持管理業務（例、樹木の剪定）など、役務の提供にあたる業務は工事には該当しませんの

で、工事経歴書には記載せず、兼業事業売上高に計上してください。 

 業種の判断は建設業法第２条別表等により行いますので、発注者において土木工事や建築工事、機械器

具設置工事などとして発注された工事であっても、工事内容がそれらの業種でない他の専門工事に該当す

る場合は、発注された業種の工事としては認められません。 

１ この表は、法別表第一の上欄に掲げる建設工事の種類ごとに作成すること。 
２ 「税込・税抜」については、該当するものに丸を付すこと。 

注 免税事業者は税込みで、それ以外の者は税抜きで記載してください。 

３ この表には、申請又は届出をする日の属する事業年度の前事業年度に完成した建設工事（以下「完成工事」

という。）及び申請又は届出をする日の属する事業年度の前事業年度末において完成していない建設工事（以

下「未成工事」という。）を記載すること。 
記載を要する完成工事及び未成工事の範囲については、以下のとおりである。 

  （１）経営規模等評価の申請を行う者の場合 
   ① 元請工事（発注者から直接請け負つた建設工事をいう。以下同じ。）に係る完成工事について、当

該完成工事に係る請負代金の額（工事進行基準を採用している場合にあつては、完成工事高。以下同

じ。）の合計額のおおむね７割を超えるところまで、請負代金の額の大きい順に記載すること（令第

１条の２第１項に規定する建設工事については、10 件を超えて記載することを要しない。）。ただし、

当該完成工事に係る請負代金の額の合計額が 1,000 億円を超える場合には、当該額を超える部分に係

る完成工事については記載を要しない。 
   ② それに続けて、既に記載した元請工事以外の元請工事及び下請工事（下請負人として請け負つた建

設工事をいう。以下同じ。）に係る完成工事について、すべての完成工事に係る請負代金の額の合計

額のおおむね７割を超えるところまで、請負代金の額の大きい順に記載すること（令第１条の２第１

項に規定する建設工事については、10 件を超えて記載することを要しない。）。ただし、すべての完

成工事に係る請負代金の額の合計額が 1,000 億円を超える場合には、当該額を超える部分に係る完成

工事については記載を要しない。 
   ③ さらに、それに続けて、主な未成工事について、請負代金の額の大きい順に記載すること。 
  （２）経営規模等評価の申請を行わない者の場合 
    主な完成工事について、請負代金の額の大きい順に記載し、それに続けて、主な未成工事について、

請負代金の額の大きい順に記載すること。 
４ 下請工事については、「注文者」の欄には当該下請工事の直接の注文者の商号又は名称を記載し、「工事名」

の欄には当該下請工事の名称を記載すること。 
５ 「元請又は下請の別」の欄は、元請工事については「元請」と、下請工事については「下請」と記載する

こと。 
６ 「注文者」及び「工事名」の記入に際しては、その内容により個人の氏名が特定されることのないよう十

分に留意すること。 
７ 「ＪＶの別」の欄は、共同企業体（ＪＶ）として行つた工事について「ＪＶ」と記載すること。 

注 甲型ＪＶの場合は、請負代金の額に出資割合を乗じて得た額を、乙型ＪＶの場合は、運営委員会で定め

た分担工事額を記載します。 

８ 「配置技術者」の欄は、完成工事について、法第 26 条第１項又は第２項の規定により各工事現場に置か

れた技術者の氏名及び主任技術者又は監理技術者の別を記載すること。また、当該工事の施工中に配置技術

者の変更があつた場合には、変更前の者も含むすべての者を記載すること。 
 注 「配置技術者」については、次ページを参照してください。 

９ 「請負代金の額」の欄は、共同企業体として行つた工事については、共同企業体全体の請負代金の額に出

資の割合を乗じた額又は分担した工事額を記載すること。また、工事進行基準を採用している場合には、当

該工事進行基準が適用される完成工事について、その完成工事高を括弧書で付記すること。 
10 「請負代金の額」の「うち、PC、法面処理、鋼橋上部」の欄は、次の表の（一）欄に掲げる建設工事に

ついて工事経歴書を作成する場合において、同表の（二）欄に掲げる工事があるときに、同表の（三）に掲

げる略称に丸を付し、工事ごとに同表の（二）欄に掲げる工事に該当する請負代金の額を記載すること。 
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（一） （二） （三） 
土木一式工事 プレストレストコンクリート構造物工事 ＰＣ 

とび・土工・コンクリート工事 法面処理工事 法面処理 
鋼構造物工事 鋼橋上部工事 鋼橋上部 

 
10 「小計」の欄は、ページごとの完成工事の件数の合計並びに完成工事及びそのうちの元請工事に係る請

負代金の額の合計及び９により「ＰＣ」、「法面処理」又は「鋼橋上部」について請負代金の額を区分して記

載した額の合計を記載すること。 
11 「合計」の欄は、最終ページにおいて、すべての完成工事の件数の合計並びに完成工事及びそのうちの元

請工事に係る請負代金の額の合計及び９により「ＰＣ」、「法面処理」又は「鋼橋上部」について請負代金の

額を区分して記載した額の合計を記載すること。 
 
 
〔解説〕 

 

「配置技術者」とは、建設業法第 26 条により置かれた主任技術者または監理技術者を指します。 

 

「主任技術者」とは、許可を受けた建設業者が請負った工事を施工する場合に、請負金額の大小に関係なく、必ず

現場に配置しなければならない技術者を指し、次の要件を備えているものしか主任技術者になることはできません。 

建設業法第７条第２号イ、ロ若しくはハに該当する方 

イ 該当業種について学校教育法による高等学校若しくは中等教育学校（所定学科）卒業後 5 年以上、大学（短

期大学を含む）若しくは高等専門学校（所定学科）卒業（同法による専門職大学の前期課程（所定学科）修了

を含む）後 3 年以上の実務経験を有する方（所定学科についてはＰ６８-１表参照） 

ロ 該当業種の建設工事に関し、10 年以上の実務経験を有する方 

ハ 該当業種について、一定の資格（建築士、土木施工管理技士等）を有する方（別表(四)、Ｐ６２～６６参照） 

該当業種について、専修学校所定学科（Ｐ６８-１表参照）卒業後、同学科に関連する工事に関し、一定期間

（専門士または高度専門士の称号を有する者は３年、それ以外の者は５年）以上の実務経験を有する方 

該当業種について、建設業法施行規則第 18 条の３第２項第２号に規定する登録基幹技能者講習を修了した

方 

その他、国土交通大臣が同号イ若しくはロと同等の能力を有すると認定した方 

 

「監理技術者」とは、発注者から直接請負った工事で、5,000 万円以上（建築一式工事の場合は 8，000 万円以上）

〔令和７年１月以前は4，500 万円以上（建築一式工事の場合は7，000万円以上）〕を下請契約する場合に必ず配置し

なければならない技術者を指し、次の要件を備えているものしか監理技術者になることはできません。 

建設業法第 15 条第２号イ、ロ若しくはハに該当する方 

イ 国土交通大臣が定めた検定等に合格した方、又は免許を有する方（別表(四)において５点の配点がなされ

ている資格。Ｐ６２～６６参照） 

ロ 法第７条第２号のいずれかに該当し、かつ元請として 5,000 万円以上（消費税及び地方消費税を含む）の工

事について２年以上指導監督的な実務経験を有する方 

ハ 国土交通大臣が同号イ若しくはロと同等の能力を有すると認定した方 

 なお、指定建設業（土、建、電、管、鋼、ほ、園）の７業種については、上記イ及びハのうちでイと同等の能力を
有すると認定された方しか監理技術者になることはできません。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


